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Ⅰ はじめに 

  

 県立療育福祉センターは、障害のある、又はその心配のある子どもとその家族の相談に

応じ、早期療育の支援を行うとともに、障害のある人に対する総合的な相談や専門的な支

援を行うため、県立の障害関係の施設や機関を統合し、相談・判定・医療・施設機能を併

せ持った総合的・専門的な拠点施設として平成 11年に開設されました。 

 また、中央児童相談所は子どもに関する様々な相談に応じ、一人ひとりの子どもに合っ

た支援を行うため、昭和 23年に設置されました。 

 

 平成 11年からは、障害に関する相談窓口を一本化し、子どもに関する相談については、

障害のある子どもは療育福祉センターで、障害のない子どもは、中央児童相談所で対応し、

それぞれが専門機関として、役割を担ってきました。 

 

しかしながら、再編から 10年が経過し、社会状況や福祉制度の変化などから、「児童虐

待の増加への対応」「県の役割の変化や専門性の確保」「医療との連携と専門医の確保」

「発達障害への対応」「両施設の老朽化、狭隘化」といった様々な課題も生じてきました。 

また、平成 22年 12月の児童福祉法の改正により、障害児支援の強化を図るため、平成

24年４月に障害児施設の体系が再編されることとなっています。 

 

そこで、利用者のニーズに合った両機関の機能及び支援のより良いあり方を検討するた

め、平成 22年１月に県において「県立療育福祉センター及び中央児童相談所の今後のあり

方を考える会」が設置され、平成 22年３月から検討を行ってきました。 

 

 本考える会では、利用者の状況やニーズ、両機関の取り組み状況を踏まえ、まずは、今

後の児童相談部門のあり方や専門職の人材育成について検討を行い、ここに「中間報告書

（児童相談部門）」として提案を取りまとめました。 

 

 

  



 

 

Ⅱ 概況 

 

１ 療育福祉センターの概況 

 

  県立療育福祉センターは、障害のある、又はその心配のある子どもとその家族の相談

に応じ、早期療育の支援を行うとともに、障害のある人に対する総合的な相談、及び専

門的支援を行うため、平成 11年に肢体不自由児施設「子鹿園」、難聴幼児通園センター、

身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所（統合時の名称）及び中央児童相談所の

障害児部門を統合し、相談・判定・医療・施設機能を併せ持った総合的な施設として再

編されました。 

  また、平成 18年には、発達障害児・者に対する支援を充実するため、発達障害者支援

センターが設置されるとともに、就学前の自閉症児を対象とした児童デイサービスが開

始されました。 

  平成 21年４月１日には、病院から 19床の一般病床を持つ有床診療所に、肢体不自由

児施設から肢体不自由児通園施設に転換されました。 

  療育福祉センターの建物については、本館が、昭和 49年度に建築されているなど、老

朽化が進んでいます。 

 

【表１】沿革 

年 概   要 

昭和 31年 「県立整肢子鹿園」開園 入所定員 73床 

昭和 34年 入所定員 100床に増床 

昭和 38年 母子入園（10床）開始 入所定員 110床に増床 

昭和 39年 「県立子鹿園」に改称 

昭和 41年 重度棟（現難聴幼児通園棟）新設（20床） 入所定員 130床に増床 

昭和 50年 園舎全面改築（現本館） 

昭和 57年 新重度棟（現発達支援センター棟）新築 

平成８年 小児科、リハビリテーション科新規標榜 

平成 10年 精神科新規標榜 

センター化に伴う大規模改修 

平成 11年 ６機関を統合し、「県立療育福祉センター」とする 

入所定員 58床（一般病床 30床 重度病棟 23床 母子棟５床） 

平成 14年 一般病棟と重度病棟を統合 

入所定員 58床（一般病床 53床 母子棟５床） 

平成 18年 発達支援部（発達障害者支援センター）設置 

児童デイサービス（自閉症児通園）開始 

平成 21年 肢体不自由児施設・病院を 

肢体不自由児通園施設（定員 20名）・有床診療所（19床）に転換 

 



 

 

【表２】業務内容 

１ 肢体不自由児通園施設（定員 20名） 

２ 有床診療所（19床） 

診療科：整形外科、精神科、小児科、耳鼻科、歯科 

３ 難聴幼児通園施設（定員 30名） 

４ 身体障害者更生相談所 

５ 知的障害者更生相談所 

６ 中央児童相談所（障害児部門） 

７ 発達障害者支援センター 

８ 障害福祉サービス等 

・ 短期入所事業（空床型） 

・ 短期入所事業（単独型：定員８名） 

・ 児童デイサービス（定員 20名） 

・ 日中一時支援事業（市町村地域生活支援事業） 

 

【表３】施設概要 

● 所在地 高知市若草町１０－５  

● 敷 地 １０，４９５．２８㎡  ※ 他に医師公舎４５８㎡あり  

● 建 物  

  ・ 本体施設延床面積 ７，６６２．５３㎡（塔屋、ピロティ、渡り廊下含む）  

   （内訳）本 館：６，２３９．１８㎡（昭和４９年度建）  

別 館：１，１７０．３２㎡（昭和５６年度建）  

       難聴幼児通園棟：２５３．０３㎡（昭和４０年度建）  

                ※ 渡り廊下（昭和４９年度建）含む  

  ・ 付随施設延床面積 ６７５．４８㎡  

   （内訳）医師公舎２棟：１４１．７２㎡（昭和４３年度建）  

       看護師宿舎：５２９．８６㎡ （昭和５０年度建）  

       危険物庫：３．９０㎡（平成元年度建）  

  ・ プール ５６０㎡  

● 近隣にある施設等  

  ・ 若草養護学校子鹿園分校が隣接  

  ・ 約３５０ｍ西に国立高知病院（若草養護学校国立高知病院分校）  
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【図１】組織機構図 

【図２】周辺図 



 

 

２ 中央児童相談所の概況 

 

中央児童相談所は、児童福祉法第 12条の規定に基づいて設置された行政機関であり、

家庭や市町村をはじめとする関係機関からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要

とするものに応じ、子どもが有する問題や子どもの置かれた環境など、問題の背景を的

確に捉え、子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、以って子どもの福祉を図るととも

に、その権利を保護することを目的として児童福祉法が施行された昭和 23年３月に本庁

児童課内で業務が開始されました。 

同年４月からは、高知市愛宕町にあった県立盲ろう学校の跡を譲り受け、本庁から移

転し、あわせて一時保護所が開設されましたが、昭和 55年 11月に、現在の高知市大津

に新築移転されました。 

なお、幡多児童相談所は、昭和 27年に開設されています。  

平成 11年度には、障害児部門を療育福祉センターに統合し、翌年度には児童支援ホー

ムが開設されました。 

  中央児童相談所の建物は、築後、約 30年経っており、老朽化が進んでいます。 

 

【表４】沿革  

 

 

 

 

 

 

 

 

年 概   要 

昭和 23年 
本庁児童課内で業務開始 

高知市愛宕町に移転及び一時保護所開設 

昭和 27年 中央及び幡多児童相談所に分ける 

昭和 46年 幡多郡のうち大正町及び十和村が幡多児童相談所から中央児童相談所に移管 

昭和 55年 高知市大津に移転 

平成７年 幡多児童相談所の一時保護所を中央児童相談所に統合 

平成 11年 障害児部門を療育福祉センターに統合 

平成 12年 児童支援ホームを開設 

平成 18年 児童相談連携支援センター設置 

平成 20年 児童相談連携支援センター廃止 

平成 21年 児童虐待対応チーム設置 

平成 22年 高岡郡四万十町が中央児童相談所から幡多児童相談所に移管 

相談課に里親支援担当チーフを配置、児童虐待対応チームを拡充 



 

 

【表５】業務内容 

 

【表６】施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 相談業務 

 ・ 養護相談 

 ・ 保健相談 

 ・ 非行相談 

 ・ 育成相談 

 ・ その他の相談    

２ 調査・診断及び心理療法・カウンセリング等 

３ 一時保護（定員 31名） 

４ 児童福祉施設入所等措置に関する業務、里親業務 

５ 市町村児童家庭相談体制の整備支援業務 

６ 電話相談業務 

７ 講演及び教育活動 

● 所在地 高知市大津甲７７０－１  

● 敷 地 ５，７８７．０４㎡  

● 建 物（延床面積）  

  ・ 本館棟 １，７７２．９６㎡（昭和５５年度建築）  

          ※ 機械室棟、渡り廊下含む  

  ・ 一時保護所棟 ４８５．３９㎡ （昭和５５年度建築）  

  ・ 児童支援ホーム ２６９．６３㎡（平成１１年度建築）  

● 近隣にある施設等  

  ・ 約１．５ｋｍ北に高知大学医学部及び同附属病院  

  ・ 約２．５ｋｍ北に県立希望が丘学園（児童自立支援施設）  

  ・ 約２．５ｋｍ東に土佐希望の家（重症心身障害児施設）  

定員３１名 



 

 

 

 

 

高 知 市

約14km

周辺の状況

療育福祉
センター

ＪＲ土佐大津駅

高知大学医学部
高知大学病院

大津小学校大津中学校

Ｒ５５（南国バイパス）

Ｒ３２

北

至 大豊町

高知自動車道

至 南国市

土佐電鉄

至

後
免

至

高
知
駅

至

知
寄
町

至 布師田

国分川

大津バイパス

岡豊高校

希望が丘学園

至 南国ＩＣ

至 高知ＩＣ

土佐
希望の家

中央児童相談所

 

中央児童相談所組織機構図

所 長

次 長

企画調整
課 長

こども
支援課長

相談課長
児童虐待対応
チーム長

事

務

２

非

常

勤

２

児
童
心
理
司

５

児
童
指
導
員

３

保
育
士

３

非

常

勤

12

保
護
担
当

チ
ー
フ

こ
こ
ろ

サ
ポ
ー
ト
担
当

チ
ー
フ

相
談
第
三

担
当
チ
ー
フ

相
談
第
一

担
当
チ
ー
フ

相
談
第
二

担
当
チ
ー
フ

児
童
福
祉
司

５

児
童
心
理
司

２

相
談
員

１

保
健
師

１

非

常

勤

２

次
長
兼
務

（平成２３年度）

職員数：６０名

里
親
支
援

担
当
チ
ー
フ

相
談
員

１

児
童
福
祉
司

８

チ
ー
フ

チ
ー
フ

（児童福祉司）

（児
童
心
理
司
）

（事務）

（児童福祉司）（事務）

（児
童
福
祉
司
）

（
児
童
福
祉
司
）

（児
童
福
祉
司
）

（保
育
士
）

（保
健
師
）

（事
務
）

（児
童
福
祉
司
）

【図３】組織機構図 

【図４】周辺図 



 

 

Ⅲ 児童相談部門 

 

１ 現状と課題 

 

（１）障害相談 

 

本県の中央児童相談所の機能は、子どもの障害に関する相談は、療育福祉センターが

所管し、障害に関する相談以外は、中央児童相談所が所管しています。 

そのため、中央児童相談所では、主に「養護相談」、「非行相談」、「育成相談」な

どの相談を、療育福祉センターの中央児童相談所障害児部門（以下「障害児部門」とい

う。）では、主に「障害相談」の相談を受けています。(障害相談の種類と内容は表７の

とおりです。) 

療育福祉センターでは、療育福祉センター長、副センター長（総括）、事務局長、相

談通園部長、相談担当チーフ外７名（非常勤職員を除く）の合計 12名の職員が中央児童

相談所の兼務職員として、障害児部門の機能を担っています。【図５】 

また、相談担当の職員は、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所の業務も兼

務して行っています。 

 

【表７】障害相談の種類及び内容 

相 談 種 別 内        容 

障 

害 
相 

談 

肢体不自由相談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 

視聴覚障害相談 盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。 

言語発達障害等相談 
構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語

発達遅滞、注意欠陥障害を有する子ども等に関する相談。 

重症心身障害相談 重症心身障害児(者)に関する相談。 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談。 

自 閉 症 等 相 談 自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。 

 

 【図５】療育福祉センターの中央児童相談所障害児部門の組織図 

  

    

  障害相談の対応は、児童相談所の適切な運営及び相談援助活動の円滑な実施を図るた

めに国が定めた「児童相談所運営指針」（平成２年３月厚生省児童家庭局長通知）では、

次のとおり対応するよう定められています。 
 

ア 障害相談は医師の診断を基礎として展開されることが考えられるが、生育歴、周

産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の状況や情緒の状態、保護者や子ども 

相談担当チーフ
（心理判定員）

福 祉 司 ４

心理判定員 ３

非 常 勤 １
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療育福祉セン

ター長（事務）
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事務局長
（事務）



 

 

の所属する集団の状況等について調査・診断・判定をし、必要な援助に結びつける。 

イ 専門的な医学的治療が必要な場合には、医療機関等にあっせんするとともに、そ

の後においても相互の連携に留意する。 

ウ また、子どものみならず、子どもを含む家族全体及び子どもの所属集団に対する

相談援助もあわせて考える。 
 

療育福祉センターの障害児部門では、年間 1,200件前後の相談を受け、そのうち９割

以上が障害相談で、その他の大半は育成相談となっています。【表８】 

障害相談の多くは知的障害相談で、そのうち 85％が特別児童扶養手当や療育手帳の判

定業務となっています。 

また、育成相談については、発達障害が広く認知されるようになり、落ち着きがない

などの心配ごとの相談（性格行動相談）が増加しています。【表９】【図６】 

 

相談の経路別件数では、県（障害保健福祉課）から依頼される特別児童扶養手当の判

定に係るものや、市町村から依頼される療育手帳の判定に係るものが多く、家族等から

の相談は全体の約 14％にとどまっています。【表 10】 

 

その理由として、療育福祉センターは、外来診療やリハビリテーション、発達支援部

など多様な機能を有しており、多くの方が利用していますが、それぞれの部門ごとの対

応が中心となっており、必ずしもセンター内での情報共有が十分に図られていないこと

や、保護者等が必要とする情報が十分に提供できていないことなどが考えられます。 

 

 

【表８】相談内容別受付件数の推移         （療育福祉センター業務概要より） 

  養護 保健 障害 非行 育成 その他 合計 

12年度     1,319    25  2  1,346  

13年度 1  1  931  1  11    945  

14年度 7    951    18    976  

15年度 9    851    31    891  

16年度 2    876    25    903  

17年度     1,007    9    1,016  

18年度     894    40    934  

19年度     1,120    65    1,185  

20年度 1    1,029    93    1,123  

21年度     1,115    67    1,182  

22年度   4  1,094    116    1,214  
 

 

 

 

 

 



 

 

【表９】相談種別の内訳件数              【図６】知的障害相談の内訳件数 

           （療育福祉センター業務概要）            （療育福祉センター調べ） 

相談種別 件数 

保健相談 4 

障害相談 

①肢体不自由相談 6 

②視聴覚障害相談 17 

③言語発達障害等相談 163 

④重症心身障害相談 29 

⑤知的障害相談 731 

⑥自閉症等相談 148 

育成相談 

①性格行動相談 82 

②適性相談 32 

③育成・しつけ相談 2 

 

 

【表 10】経路別児童相談受付件数               （療育福祉センター業務概要より） 

 

 

 

 

 

 

相談を受けた後の援助方針を決定するにあたっての過程は、児童相談所運営指針にお

いて、図７のとおりとされており、中央児童相談所ではこの流れで相談援助活動が実施

されていますが、療育福祉センターの障害児部門では、判定業務が中心となっているた

め、受理会議、援助方針会議等の各会議の位置付けが明確にされておらず、必要に応じ

てケース会議が行われています。 
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【図７】児童相談所における相談援助活動の体系・展開     （児童相談所運営指針より） 

 

 

①市町村等への支援 

 

 平成 16年の児童福祉法（以下「法」という。）の改正により、児童家庭相談に応じる

ことが市町村の業務として法律上明確にされるとともに、児童相談所の役割が専門的な

知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化されました。 

 

これに伴い、市町村は、児童福祉に関わる体制の整備と人材の確保及び資質の向上の

ために必要な措置を講じなければならない（法第 10条第４項）とされていますが、児童

福祉に関する専任の専門職の配置は難しく、相談支援体制の整備が課題となっています。 

 

一方で、県は、児童家庭相談に関する一義的な窓口である市町村との適切な役割分担

や連携を図るとともに、市町村に対して、情報の提供や職員の研修、市町村相互間の連

絡調整等を行うこととされています。（法第 11条第１項第 1号） 

 

特に、児童相談所の障害児部門は、判定や援助方針の決定を行う専門機関であると同

時に、関係する市町村や相談機関等と連携し、多様なサービスの調整や社会資源の開発・

改善を行うとともに、地域の保育所、療育機関等に対する専門的な支援を行う役割が求

められます。 

そのためには、地域にある相談機関や施設等の実情について十分把握するとともに、

療育福祉センターの業務や役割について情報の提供を行うなど、常に円滑な連携を図る

ための体制の整備に努める必要があります。 

 



 

 

しかし、療育福祉センターが行っている市町村職員を対象にした研修は、関連制度や

相談援助活動に関して、毎年それぞれ１回のみの開催となっており、また、地域自立支

援協議会や要保護児童対策地域協議会への参加も少ない状況です。 

また、保育所等への支援は、巡回相談などが実施されていますが、１ヶ所あたり年１

回程度となっています。 【表 11】【表 12】 

 

これは、市町村や保育所などに対して、療育福祉センターの障害児部門が、どのよう

な役割を担い、どのように専門的な支援を行うのかといったことが十分に周知されてい

ないことが原因ではないかと考えられます。 

 

【表 11】研修会実績（平成 22年度）        （療育福祉センター業務概要より） 

・市町村職員研修会          
関係制度等についての研修会（障害保健福祉圏域毎に１回：４ヶ所）   

            参加者計  ７０名 
・講師による研修会 

相談援助活動についての内容          参加者計 １４０名 

 

【表 12】保育所への巡回相談（平成 22年度）        

・保育所への巡回相談    延べ２４件（１６ヶ所）（療育福祉センター業務概要より） 
 
(参考)障害児保育の実施状況（H22年度）           （県教育委員会調べ） 
  認可保育所(高知市除く)     １７６ヶ所中 
  ・障害児保育実施        １０７ヶ所 
  ・実障害児数          ２４３人 
  ・障害児担当保育士(加配)    ２３１人 

 

 

②保護者への支援 

 

障害のある子どもの相談では、保護者の心配ごとや困りごとからスタートするため、

保護者支援の充実が非常に重要であり、特に、療育福祉センターで診断を行った後の、

保護者の障害受容等の支援の充実が求められています。 

そのためには、療育福祉センターの障害児部門をはじめ、医療部門などの各部門が連

携して、障害のある子どもとその保護者に寄り添った支援をしていく必要があります。 

しかし、療育福祉センターの障害児部門では、医師の診察前に発達検査を行う場合は、

その結果に基づく助言等を行っていますが、診断後の障害受容の支援や福祉サービス、

医療の情報の提供など、療育福祉センター全体で、保護者を支えていくということが十

分にできていません。 

 

また、障害児の集まる親の会や保護者グループの活動を支援することが重要ですが、

療育福祉センターの障害児部門では、言語障害児を持つ親の会と共催で唇裂・口蓋裂の

療育相談会を実施しているのみとなっています。 



 

 

（２）児童相談 

 

子どものあらゆる相談に応じることが児童相談所の任務ですが、平成 11年度の療育福

祉センターの開設に合わせ、前述のとおり障害相談を療育福祉センターで対応し、障害

相談以外の養護相談（児童虐待相談を含む）や非行相談などを中央児童相談所が所管し

ており、中央児童相談所では、中央児童相談所長、次長、企画調整課、子ども支援課、

相談課及び児童虐待対応チームの計 43名の職員で対応しています。【図３】 

平成 22年度の中央児童相談所の相談受付総件数は、療育福祉センターの障害児部門に

おける相談受付件数 1,214件を除くと 921件となっています。【図８】 

児童相談所の「障害相談」を除く各種相談の種類及び内容は、次の表のとおりです。 

【表 13】 

 

【表 13】相談の種類及び内容 

相 談 種 別 内            容 

養
護
相
談 

養 護 相 談 
養育困難（保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、就労及び服役

等）、迷子に関する相談。養子縁組に関する相談。 

児 童 虐 待 相 談 身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ﾈｸﾞﾚｸﾄに関する相談。 

非
行
相
談 

ぐ犯行為等相談 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、暴力、性的逸脱等のぐ犯行為、問題

行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども

に関する相談。 

触法行為等相談 

触法行為があったとして警察署から法第 25 条による通告のあった

子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関

する相談。 

育
成
相
談 

性 格 行 動 相 談 
友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、家庭内暴力等性格

行動上の問題を有する子どもに関する相談。 

不 登 校 相 談 
学校・保育園・幼稚園に在籍中で、登校（園）していない状態にあ

る子どもに関する相談。 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 

育児・しつけ相談 
家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教育、遊び等に関

する相談。 

そ の 他 の 相 談 

上記のいずれにも該当しない未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児

喘息、その他の疾患（精神疾患を含む）等を有する子どもに関する

相談など。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【図８】療育福祉センターを除く中央児童相談所の全相談種別受付状況（単位：件） 

  
 

【図９】療育福祉センターを含む中央児童相談所の全相談種別受付状況（単位：件） 
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① 養護相談 

 

中央児童相談所の相談受付件数は、平成18年度から増加し始め、平成20年度をピークに

若干減少しておりますが、高止まり状態が続いています。 

 そういう中で、虐待通告件数については、平成22年度には287件に上り、過去最多となっ

ており、そのうち、虐待と認定し対応した件数は、126件で前年に比べると若干減少してい

るものの、子どもの人口が減少するなか、高止まり傾向にあります。【図10】 

 

【図 10】中央児童相談所の養護相談受付件数（単位：件） 

 

  

平成22年度の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、児童虐待の防止等に関する

法律が施行される前年度の平成11年度と比べると、全国で4.7倍、本県の中央児童相談所で

3.5倍と大幅に増加しています。【図11】 

                                                                                                                  

【図 11】全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数（単位：件）  

※平成２２年度は、宮城県、福島県、仙台市を除いて集計した数値 
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② 非行相談 

 

中央児童相談所の相談受付件数は、平成15年度の237件をピークに年々減少傾向にありま

したが、平成21年度から微増に転じています。【図12】 

 

【図 12】中央児童相談所の非行相談受付件数（単位：件） 

 

   

③ 育成相談 

 

 中央児童相談所の相談受付件数は、非行相談と同様に平成15年度の242件をピークに減少

し、ここ数年は横ばい状態にあります。【図13】 

 

【図 13】中央児童相談所の育成相談受付件数（単位：件） 
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④ その他の相談 

 

 中央児童相談所の相談受付件数は、平成20年度までしばらく続いていた２桁の件数が、

平成21年度以降は１桁の件数に減少しています。【図14】 

 

【図14】中央児童相談所のその他の相談受付件数（単位：件）  

  
 

 

（３）児童福祉施設との連携 

 

中央児童相談所（療育福祉センターの障害児部門を除く。）は、相談対応にあたって 

子どもの安全を最優先にしており、児童養護施設等に入所が必要な障害のある子どもに 

ついて、障害の特性に応じた支援や対応が十分行われていない状況があります。 

また、入所後のフォローとして、年３回のサポートケアや随時のケアを実施していま 

すが、日常の生活状況等の把握や将来の進路等については、施設や学校に委ねている部 

分が大きく、子どもの障害の特性に応じた支援や障害の視点からのニーズ把握について、

児童相談所が主体となっての対応が十分できていない状況があります。 

 

 ※サポートケアとは、 

施設で生活している子ども一人ひとりについて施設が策定した自立支援計画を児童相談 

所と情報共有し、それに基づき施設と児童相談所、市町村児童家庭相談担当部署をはじ 

めとする地域の関係機関が協力して対応していくことを目的とした入所後のフォロー。 

 

①発達障害児の措置 

 

厚生労働省による児童養護施設入所児童等調査（平成 20年２月１日現在）では、本 

県の入所児童のうち、知的障害や発達障害など何らかの障害のある子どもの割合が、 

20％を超える状況にありますが、行動の激しい子どもの場合、受け入れる施設が少ない

状況にあります。【表 14】 
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【表 14】児童養護施設入所児童等調査（単位：人）               H20.2.1現在 

 

 

  

②家族再統合に向けた支援  

 

措置児童については、保護者と再び生活できることを目標としながら、家族関係の調

整が行われていますが、こうした取り組みを徹底していくためには、家族再統合プログ

ラムを作成し、実施する必要があります。  

ただし、虐待ケースの場合、家族再統合は慎重に対応する必要がありますし、また児

童相談所が強制的な介入を行った場合は、児童相談所との関わりを拒否する保護者も多

いことから、家族再統合が難しい状況があります。 

 

【表 15】児童養護施設措置児童在籍年数状況（単位：人）        H22.12.1現在 

 

児童養護施設入所児童等調査（厚生労働省・H20.2 .1現在）

身体
虚弱

肢体
不自由

視聴覚
障害

言語
障害

知的
障害

ＰＴＳＤ ＡＤＨＤ
広汎性
発達障害

その他の
心身障害

中央児相 13 2 2 1
幡多児相 3 0
合計 16 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1

聖園天使園 77 14 2 3 1 1 6 1 1 5
博愛園 52 7 1 1 1 1 3
愛仁園 61 12 1 8 1 4
若草園 45 8 1 6 1 1
子供の家 66 10 1 1 1 8 1
愛童園 28 5 1 1 1 5
白蓮寮 50 12 1 6 2 1 3
南海少年寮 27 6 5 1 2
合計 406 74 3 7 3 4 41 2 6 2 23

珠光寮 18 11 1 4 1 4 4 4

希望が丘学園 13 1 1

聖園ベビーホーム 30 9 5 2 3
483 97 8 7 6 4 46 3 12 6 31

児童自立支援施設

乳児院

総計

入所
者数

障害児
実人数

里親委託

児童養護施設

情緒障害児短期治療施設

障害の

種別
施設名

○入所者数に占める障害児の割合
・里親委託 １２．５％
・児童養護施設 １８．２％
・情緒障害児短期治療施設 ６１．１％
・児童自立支援施設 ７．７％
・乳児院 ３０．０％

1年未満
1年～
2年未満

2年～
3年未満

3年～
4年未満

4年～
5年未満

5年～
10年未満

11年～
15年未満

15年～
16年未満

合　計

児童数 54 35 49 30 24 73 35 2 302

児童養護施設措置児童　在籍年数状況　（中央児童相談所） H22.12.1現在

注：幡多児童相談所の管内を含む。 

 障害の種別については、重複あり。 



 

 

（４）中央児童相談所と療育福祉センターの関係 

 

療育福祉センターが開設されるまでは、子どもの障害が発見されたときや発達の遅れ

が心配されるときの相談機関は、知的障害などについては中央児童相談所、肢体不自由

などについては「子鹿園」、また、聞こえに心配がある場合は難聴幼児通園センターと、

障害の種別によって相談機関が分かれており、保護者にとって分かりにくく、複数の障

害がある場合などに総合的な相談に応じられる体制が整っていませんでした。 

 

こうした課題に対応するため、平成 11年に、障害の種別を問わず総合的に相談に応じ、

適切な療育の方向付けを行うことなどを目的に、中央児童相談所の障害児部門や難聴幼

児通園センターなどの機関が医療、施設機能を持った「子鹿園」に集合化され、障害の

ある子どもの相談・判定・医療・施設機能を併せ持った総合的な施設として療育福祉セ

ンターが開設されました。 

 

その後、平成 12年の児童虐待の防止等に関する法律の施行を契機として、児童相談所

は児童虐待防止対策の一層の充実と強化が求められるようになるとともに、平成 16年の

児童福祉法の改正により、市町村が児童家庭相談に関する一義的な相談窓口として位置

付けられました。 

また、平成 17年には、発達障害者支援法が施行され、それまで制度の谷間にあった発

達障害者のライフステージに応じた一貫した支援体制を整備することとされるなど、中

央児童相談所と療育福祉センターを取り巻く状況は大きく変わってきました。 

 

こうした中、平成 20年２月に、南国市において児童虐待による死亡事件が発生しまし

た。 

県として、極めて痛ましいこの事件を大変重く受け止め、二度とこのような悲しみに

満ちた事件を起こさないための方策を徹底的に検討するため、外部委員による「高知県

児童虐待死亡事例検証委員会」が設置され、８回にわたる検討を経て、平成 20年６月に

報告書が取りまとめられました。 

この報告書の提言を受けて、中央児童相談所には、平成 21年に７名の専任職員による

児童虐待対応チームが設置され、平成 22年に 11名に拡充されるなど、児童虐待防止の

体制を強化して、子どもの安全と最善の利益を最優先した取り組みが行われています。 

 

また、療育福祉センターには、平成 18年に発達障害者支援センターと自閉症児を対象

にした児童デイサービスの業務を行う発達支援部が設置され、発達障害の早期発見、早

期療育をはじめ、相談支援や専門的な人材育成、普及啓発などの取り組みが行われてい

ます。 

療育福祉センターの外来診療における発達障害の受診者数も、平成 22 年度に延べ

6,055人となり、センターが開設された平成 11年度の 3.3倍に増加しています。 

 



 

 

このように、平成 11年以降、中央児童相談所は児童虐待への対応を強化し、療育福祉

センターは発達障害者支援の充実を図ってきましたが、児童虐待や養育困難、非行、不

登校などの問題に発達障害や精神疾患などが複雑に関係するなど、子どもや家庭をめぐ

る問題は、より複雑化、多様化しており、さらに両機関の連携を強化し対応する必要が

あります。 

 

しかしながら、現在の組織体制では、日常的に職員同士のコミュニケーションが図り

にくく、共通の目的意識を持つことが難しいため、両機関で情報の共有や有機的な連携

を図ることが十分にできないという課題があります。 

 

例えば、障害と虐待等が重複するケースの場合は、中央児童相談所が通告や相談を受

けたケース会への療育福祉センターの参加は、療育手帳の判定などで既に関わっている

ケースに限られ、年に１、２件程度となっています。 

 

また、障害児部門を分けたことで、療育福祉センターでは子どもの社会的背景や情勢

に基づいた診断・調整といったケースワークの充実が課題となっており、中央児童相談

所では、障害相談に主体的に関わることがなくなったため、障害のある子どもに対する

専門的な支援が課題となっています。 

 

 さらに、こうした重複ケースは、児童虐待の通告が中央児童相談所にあった場合には、

虐待の背景にある子どもの発達障害の発見が遅れることや、療育福祉センターに子ども

の発達の相談があった場合には、虐待などの問題の発見が遅れることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

【図 15】平成 11年の再編と現在の療育福祉センターと中央児童相談所の機能 

 

 

【図 16】療育福祉センターと中央児童相談所の相談機能の課題 
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（５）一時保護 

 

子どもの安全確保や行動観察、生活指導等を行い、適切かつ具体的な援助方針を決 

定するため、必要に応じて一時保護を行っています。 

本県では中央児童相談所に定員 31名の一時保護所を設置していますが、昭和 55年に

中央児童相談所が高知市大津に移転した際に、本館と合せて整備したもので、建築から

約 30年経過し、ハード面の老朽化が進み、また、居室をはじめそれぞれの部屋が狭い状

況の中で、非行系の子どもと虐待を受けた子どもとを一緒に処遇するなどの混合処遇の

問題、就学前児童の受入スペースや夜間緊急保護スペースがないこと、あるいは学習ス

ペースを十分に確保できないことなど、生活指導や生活日課において支障が出てきてい

ます。 

 

一時保護・一時保護委託の状況を５年前の平成 18年度と比較すると、虐待の増加や親

子関係の調整が難しくなってきたことなどにより、一時保護の回数及び日数はそれぞれ

1.8倍、2.1倍と増加し、一時保護委託も回数及び日数ともに 1.3倍と増加しています。

【図 17】【表 16】 

 

① 一時保護・一時保護委託の実施状況  

 

  一時保護は、子どもの最善の利益を最優先にした取り組みを徹底するなかで、近年 

増加傾向にあります。 

 

【図 17】一時保護・一時保護委託の実施状況（延べ回数 単位：回）     

 
※一時保護委託については、中央児童相談所、幡多児童相談所の合計 

 

【表 16】一時保護・一時保護委託の実施状況（延べ日数 単位：日）     

  

※一時保護委託については、中央児童相談所、幡多児童相談所の合計 
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16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
一時保護 2,547 1,993 1,547 1,863 2,084 2,651 3,278
一時保護委託 999 842 1,249 1,439 2,100 1,498 1,650



 

 

 ② 一時保護・一時保護委託の相談種類別内訳 

 

   虐待相談を含む養護相談が最も多く、また近年増加傾向にあります。次いで非行相談、 

育成相談の順となっています。【図 18】 

  

 

【図 18】一時保護・一時保護委託の相談種類別内訳（延べ回数 単位：回）                           

 

※中央児童相談所、幡多児童相談所の合計 

 

③一時保護所職員の状況 

 

平成 22年度の職員体制は、正規職員 7名（チーフ１名、児童指導員４名、保育士２名）

と非常勤職員 11名（心理療法担当１名、学習指導を中心に行う教員ＯＢ２名、児童指導

補助の大学生８名）となっています。 

夜間の勤務体制は、正規職員１名と非常勤職員（児童指導補助）１名の２名体制とな

っています。 

定員は 31名ですが、子どもの集団を把握するためには、現在の施設の機能や職員の体

制等から勘案すると８名～12名程度までの受入れが適当な状況です。 

また、正規職員の一時保護所での経験年数は児童指導員が２年６カ月、保育士が２年

３カ月と短いうえ、就学前児童の受け入れや、夜間緊急対応を行うための体制が十分で

はありません。 

子どもの状態や年齢によって、一時保護委託で対応しています。 

なお、一時保護児童への学習指導については、教員ＯＢと教員免許を持った非常勤職

員が中心となって行っています。 
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【表 17】中四国の一時保護児童への学習指導の状況（H23.８月現在） 

    

     

④ 児童支援ホームの状況 

 

開設当初は、子どもの家庭復帰を前提とした、長期の分離までは必要ないと思われる

ケースを１組の夫婦による疑似家庭で、家庭的な雰囲気による心身の安定と親子関係の

調整を図る目的で開設したものですが、一時保護児童数の増加や子どもの抱える背景も

複雑化するなかで、一時保護所での混合処遇の回避や緩和、あるいは一時保護所への入

所が増えた場合の第２保護所としての利用が多くなっています。 

また、部屋数は７室ありますが、専門的な知識や経験のない一般の夫婦が多人数の子

どもに対応することは難しく、平均在籍人数は１～３人となっています。  

平成 22年度は、34人の子どもが延べ 36人、675日間利用し、前年度比で平均保護日

数は、2.5日減の 18.8日、一日平均の在籍人員は、0.9人増の 1.8人となっております。 

                                 【図 19】 

  

【図 19】児童支援ホームの稼働状況   

 
 

  

学習指導状況

岡山県 学生協力員（大学院生・大学生）と保護所職員で対応

広島県 学習ボランティア（教員ＯＢ）または保護所職員で対応

山口県 外部講師（教員免許取得者）を日々雇用（週：２～３日）

島根県 学習支援員（教員ＯＢ・教員採用待ち）が対応

鳥取県 学習塾・予備校（委託契約）講師と保護所職員で対応

香川県 大学生ボランティア（香川大学）と保護所職員で対応

愛媛県 保護所の職員が対応

徳島県 教員２名配置（研修として教育委員会から派遣）

高知県 非常勤職員（教員OB）２名が対応
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（６）専門職の状況 

 

高知県では、療育福祉センターや児童相談所の業務に関わる福祉職の採用を「児童福

祉」「心理」の２つの区分で行っています。採用された福祉職は現場主義の観点から、

原則、これらの福祉職場へ配置し、実務経験を積むこととされています。 

併せて、専門性を向上させるために、長期・短期の各種研修への参加や業務等に必要

な資格取得等の支援を行うこととされています。 

 

また、それぞれの業務の必要性から、教員や保健師なども配置されていますが、福祉

職で充足できない職について、行政職などの他職種を配置している状況もあります。 

                                  【表 18】 

 

さらに、限られた福祉職の中で人事配置を行うため、療育福祉センターや中央児童相

談所では、心理職が児童福祉司や児童指導員の業務を行ったり、児童福祉司が心理職や

児童自立支援専門員の業務を行う場合もあり、専門資格と業務内容が合致していないた

めに専門分野の能力が発揮できていない場合があります。  

そのため、職員が専門職としての意識を明確に持ち、職歴を重ねる中で、知識や技術

などを身に付けていくことができにくい状況にあり、専門性の確保に課題があります。 

 

あわせて、専門性の確保については、例えば、心理職は、児童問題に対応する心理職

と障害児の発達を支援する心理職では、援助の方法論などが異なるため、こうした領域

別の専門性を担保する方策を検討する必要があります。 

 

県では、将来的に、行政職を福祉職に振り替えていくこととしており、福祉職の採用

を増やし、新規採用職員の増員を行っています。そのため、県全体の福祉職の人数は、

平成 20年に 20代の職員は２人だったものが、平成 22年には 15人と大幅に増加した反

面、両機関とも若手職員が多く経験年数は短くなっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考)＜職員の平均経験年数＞H23.4.1現在 

・中央児童相談所        児童福祉司：3年 3月、児童心理司：4年 

・療育福祉センター(相談通園部)  児童福祉司：10月、心理判定員：3年 3月 



 

 

【表 18】高知県の福祉職の配置状況           （平成 23年 4月 1日現在）  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童福祉司・
児童指導員・
ソーシャル
ワーカー等

心理職
児童

自立支援
専門員

保育士
精神

保健福祉
相談員

聴能
言語
指導員

小計

療育福祉センター 6 9 9 1 25 1 1 3 5 35

中央児童相談所 17 8 4 29 3 2 5 39

幡多児童相談所 2 3 5

希望が丘学園 1 12 13

福祉保健所 5 5

精神保健福祉センター 2 2

その他 1 1 1 3

合　　計 27 20 12 14 8 1 82

合計所　　属

福祉職の現状

教員 保健師 行政
言語
聴覚士

(参考)＜研修の状況＞ 

 中央児童相談所においては、経験１年未満の新任職員、概ね３年の初級職員、概ね５年の

中堅職員、概ね 10 年のスーパーバイザーと対象職員を分け、研修内容を基本的項目、児童

虐待関係項目、その他関連項目、指導管理的項目ごとに細分化したうえで、対象職員に応じ

た項目を受講させる体系的な研修が行われています。 

 一方、療育福祉センターでは、体系的な研修の実施方法は定められていませんが、各職員

に応じた項目によって、レベルアップが図られるように随時、研修を行っています。 



 

 

２ 今後のあり方 

 

（１）中央児童相談所と療育福祉センターの関係 

 

児童家庭問題が複雑化、多様化する中、障害の有無によって、中央児童相談所と療育

福祉センターに相談機関を分けたことで、障害と虐待などが重複するケースなどに関す

る両機関の連携に課題が生じており、また、支援が必要な子どもの発見と対応が遅れる

ことも懸念されます。 

 

児童相談所は、障害の有無に関わらず、子どもに関するあらゆる相談を受ける機関で

あり、こうした課題に対応するためには、療育福祉センターの中央児童相談所障害児部

門の機能を中央児童相談所に統合し、相談窓口を一元化する必要があります。  

 

  これにより、中央児童相談所は、障害の有無に関わらず、子どもの問題に対し、総合

的な相談援助活動を行う専門機関として、また、療育福祉センターは、障害のある子ど

もの発達を支援する専門療育機関として、両機関の役割が明確になり、利用者にとって

相談しやすく、支援が必要な子どもをさらに早期に発見し、早期に対応することが可能

になると考えられます。  

   

  また、児童虐待と発達障害が密接に関係しているケースなどに的確に対応するために

は、中央児童相談所と、医学的診断や治療、障害福祉サービス事業所などの機能を有す

る療育福祉センターが連携して、対応を行う必要があります。  

 

今後、両機関の具体的な連携の方法をはじめ、中央児童相談所から療育福祉センター

につなぐ場合の時期やつなぎ方、また、療育福祉センターにおける相談対応の方法につ

いても、十分な検討が必要です。 

 

  さらに、両機関の連携した対応を行うためには、両機関が常に顔の見える関係にあり、

共有した援助方針のもとで、有機的に対応できるようにする必要があり、そのための組

織体制のあり方や施設整備について、さらに検討する必要があります。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【図 20】中央児童相談所と療育福祉センターの関係（イメージ図） 

 

 

 

（２）障害相談 

 

①障害児相談支援機能 

 

  児童相談に関する一義的な相談窓口である市町村は、児童福祉に関わる体制の整備と

人材の確保などを行う必要がありますが、専任の専門職の配置が難しく、相談支援体制

の整備が課題となっています。 

 

このため、障害相談は、地域の相談支援体制が整備されておらず、障害のある子ども

とその家族への支援が十分でない市町村については、困難事例を中心にアウトリーチ（訪

問支援）を含めた直接支援を担いながら、より身近な地域で相談支援が受けられるよう、

市町村等の支援を行う必要があります。  

   

  特に、市町村の母子保健担当保健師や保育所、相談支援事業所等との連携を図り、障

害のある子どもの個別支援会議への参加機会を増加し、個別支援計画の作成や市町村職

員等のスキルアップを支援することが求められています。  

  そのためには、市町村等から障害児部門への研修生の受け入れや、市町村職員等を対

象に保護者支援等に関する実践的な研修を行い、支援技術を向上させるとともに、障害

児部門の職員は、障害児施設など直接支援の現場で実習を行い、現場のニーズを把握す
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る必要があります。  

 

  また、「地域自立支援協議会」や「要保護児童対策地域協議会」に参加し、地域の実

情を把握し、市町村を中心とした相談支援機関のネットワークの構築や社会資源の開発

を支援することが必要です。  

 

 さらに、障害児部門の機能を関係機関が積極的に活用できるよう、市町村や保育所、

相談支援事業所などに対して、障害児部門が、広域・専門的な支援や障害のある子ども

とその家族への直接支援に関して、どのような立場で、どの部分まで業務を担うのか、

周知を行う必要があると考えられます。  

 

  なお、障害のある子どもの広域的な支援体制は、平成 22年の児童福祉法の改正により、

障害保健福祉圏域に児童発達支援センターを整備し、地域の中核的な療育支援施設とし

て、保育所等訪問支援や相談支援を行うこととされており、県はこうした支援体制の整

備に努める必要があります。  

 

 

②保護者の支援 

 

  子どもの障害が心配されるときや診断を受けた際の保護者の心理的混乱は計り知れな

いものがあり、今後どうしていけばよいのか分からないまま多くの問題に直面します。  

  そのような保護者の気持ちに寄り添い、子育てに対する不安を軽減し、できるだけ早

く障害の受容ができるよう支援を行い、早期療育につなげていくことが必要です。  

 

  そのため、療育福祉センターで障害の診断を行う場合は、障害受容の支援や早期療育

へのつなぎなど、診断後のフォローが確実に行えるようにする必要があります。  

 

  加えて、他の医療機関で診断を受けた場合にも、市町村等において、保護者への支援

が確実に行えるよう、障害児部門と市町村の母子保健担当の保健師等との連携を強化す

るとともに、必要な研修を行う必要があります。  

 

  また、障害児部門は、障害のある子どもやその保護者が、必要な相談や福祉サービス

が利用できるようにするため、保護者等が必要とする情報を積極的に発信していく必要

があると考えます。  

 

  さらに、保護者が孤立せず、互いに不安や悩みが軽減できるよう、障害のある子ども

の親の会やグループを育成し、その活動を支援する必要があります。 

  そのため、今後、施設整備を行う際には、保護者同士が交流できる場を整備するとと

もに、勉強会、研修会への参加や必要な情報の提供など、親の会やグループの主体的な



 

 

活動を積極的に支援する必要があります。  

 

 

（３）児童福祉施設との連携 

 

児童養護施設等に入所する障害のある子どもへの支援にあたっては、児童相談所と療 

育福祉センターはもちろん、ケースによっては医療機関等を含めた専門機関が連携して、 

その子どもの特性に応じた支援計画を作成する必要があります。 

    

また、要保護児童や要支援児童の早期発見と支援等のために、児童相談所をはじめと

する子どもを取り巻く関係機関で組織している市町村の要保護児童対策地域協議会の構

成員に療育福祉センターも加わり、必要に応じて会議に参加していく必要があります。   

  

①発達障害児の措置 

 

発達障害や精神疾患のある子どもについては、医療的対応と福祉的対応のどちらが 

適切かという二分法が難しいケースがあり、どちらが対応していくかは事例によって

異なるため、中央児童相談所と療育福祉センター、高知医療センター児童・思春期病

棟が密接に連携して、適切な援助方針を検討する必要があります。  

 

②家族再統合に向けた支援 

 

児童相談所の職員や施設のファミリーソーシャルワーカーが家族再統合に向けて 

取り組んでいくことは大事なことであり、子どもや保護者への積極的アプローチなど 

により、親子関係の構築や維持に努め、可能な場合は家庭復帰に向けた支援を行う必 

要がありますが、そのためには、今以上に専門性の向上に努める必要があります。 

 

 

（４）一時保護 

     

一時保護所は、障害の有無に関わらず、できる限り受け入れをし、適切な保護をして

いけるように体制の整備と設備を整える必要があります。 

 

一時保護所は、安全で安心できる生活環境を提供していける施設であることが求めら

れていることから、施設整備を行う場合は、個室化の推進や混合処遇の解消、緊急保護

に対応できる部屋などを確保していく必要があります。 

 

その際の前提となる定員については、一時保護委託先である児童養護施設等では委託

されることによって入所児童に与える影響が大きい場合もあることから、施設等の意見



 

 

も聞いたうえで決定するとともに、一時保護委託のあり方についても施設等と検討して

いく必要があります。 

 

また、職員体制については、一時保護所の機能である緊急保護、行動観察、短期入所

指導を適切に行うことができ、また、子どもにとって安心できる生活を提供していける

よう、経験年数や専門領域などを考慮して適正な人員配置をしていく必要があります。 

 

ただ、乳幼児の一時保護については、保護のために必要な設備や職員体制を整えるこ

とが困難なことなどから、現状どおり一時保護委託により対応することはやむを得ない

し、それ以外のケースであっても、定員の問題や、保護児童の状況等によっては、一時

保護委託を行う必要もあります。 

   

また、虐待などにより一時保護が必要な子どものうち、医療依存度が高く、24時間の

介助が必要であることなどから、乳児院等で対応することが困難な子どもについては、

療育福祉センターと高知赤十字病院において受け入れが可能であるため、今後、両機関

がどういった子どもを受け入れるのか調整する必要があります。 

 

一方、一時保護児童への教育に関しては、教育権の保障の観点からも、現役教員によ

る教育の実施が望ましいことは言うまでもないことであり、一時保護所内で、個々の子

どもの学習の習熟度や学習意欲等に応じた教育ができるよう、教員の派遣や配置を検討

していく必要があります。 

 

    なお、児童支援ホームは、疑似家庭の中で一時保護児童の心身の安定と親子関係の調

整を行うという、全国的にも例を見ない取り組みであるが、児童虐待ケースの増加とと

もに、混合処遇の回避等のための利用など、本来の設立趣旨とは異なる利用が多くなっ

ていることや、複雑な背景を抱える子どもが増えるなかで、その支援を一般の夫婦に担

わせることの限界もあること、さらには一時保護所の建て替え場所によっては職員によ

る迅速な関与等もできなくなるなど、様々な問題があることから、今後、そのあり方を

検討する必要があります。  

 

 

（５） 人材育成 

 

療育福祉センターと中央児童相談所は、専門機関として、対象者のニーズに応じた質

の高いサービスの提供が求められており、職員一人ひとりの専門性を向上させるととも

に、組織として総合力が発揮できるチーム体制や関係者・関係機関とのネットワークの

構築が必要です。  

 

  特に、対象者の状況やニーズを的確に捉え、最も効果的な支援を行うためには、職員



 

 

一人ひとりが高い専門性を有することが必要であり、人材育成は最も重要な課題です。 

 

  職員の専門性を高めるためには、心理職やケースワーカーなど職種別に、さらにその

中で障害や児童問題といった領域別に専門的な人材を育成する必要があります。  

 

  こうした専門的な人材を育成するためには、職員が、組織上の明確な位置づけのもと

で、専門職であるという自己認識を持ち、原則として、同一領域の業務に長期間にわた

って従事し、自己研鑽と実践経験を積むことができる「専門職制度」を確立することが

必要であると考えられます。  

 

  この場合、一定の実践経験を経て専門性を有した職員に、一時期、他の領域の業務を

経験させることは、視野の拡大や自己を見つめなおす意味からも、有益です。  

  

  また、必要な人材を確保し、領域別の専門性を担保するため、心理職については、採

用試験の受験資格の要件を再検討することが必要です。 

 

あわせて、職員の専門性の向上を支援するためには、専門領域や経験年数に応じて、

長期、短期の各種研修等に計画的に参加できるようにするとともに、業務に必要な資格

取得の支援を行う必要があります。  

 

  さらに、専門職員が最大限その能力を発揮できるよう、スーパービジョンを行う体制

を確保する必要があります。  

 

 ※スーパービジョンとは、 

熟練した指導者が、担当職員（児童福祉司や児童心理司）から、事例の内容や援助方法の

報告を受けて、それに対して適切な援助指導を行うこと。 

 

【図 21】専門職制度（イメージ図） 

職種

経験年数 採用 10年 20年 30年

心理職

ケースワーカー

障害心理

児童心理 他領域 児童心理

他領域 障害心理

児童心理及び障害心理

児童心理及び障害心理

障害ＣＷ

児童ＣＷ 他領域 児童ＣＷ

他領域 障害ＣＷ

児童ＣＷ及び障害ＣＷ

児童ＣＷ及び障害ＣＷ

専門領域
決定

専門領域選択期間 視野拡大

専門領域や経験年数に応じた長期、短期の研修等への計画的な参加

業務に必要な資格取得の支援
専門性向上の支援

自己研鑽
実践経験

自己研鑽・実践経験

心理職

ケース
ワーカー



 

 

Ⅳ 医療部門について 

 

医療部門については、県内の重症心身障害児等に対する療育福祉センターの医療機能

のあり方などを検討するため、医療部門（小児科・整形外科）専門委員会を設置し、本

年８月に別添のとおり報告書が取りまとめられました。 

 

「考える会」としましても、本報告書の内容をもとに、療育福祉センターが県内で唯

一の肢体不自由児の専門機関として、さらに充実したサービスを提供できるよう取り組

む必要があると考えます。 

 

また、発達障害や児童問題に対応する専門医師を確保するための取り組みとして、事

務局から「高知ギルバーグ発達神経精神医学センター構想」について、報告がありまし

た。 

 

療育福祉センターや中央児童相談所など、子どもの発達や心の問題に対応する機関に

とって、医師の確保は非常に重要な課題です。 

このため、発達神経精神医学センターの構想を実現し、できるだけ早期に専門医師が

確保できるよう、取り組む必要があると考えます。 

 

なお、その他の医療機能については、今後検討する障害児施設部門や障害者更生相談

部門とも密接に関連していることから、引き続き、検討する必要があります。 

  



 

 

Ⅴ おわりに 

 

本考える会では、県立療育福祉センター及び中央児童相談所の利用者の状況やニーズ、

取り組み状況を踏まえ、平成 22年３月から 1年半にわたり両機関の今後のあり方について

検討を重ね、ここに中間報告書（児童相談部門）を取りまとめました。 

 

今後は、両機関のより良い連携の方法をはじめ、療育福祉センターの障害児施設や医療

機能のあり方、また、今後の両機関の機能に応じた施設整備の検討などをさらに行い、最

終報告書を取りまとめたいと考えています。 

 

なお、県及び両機関においては、今後とも、子どもの健やかな成長と発達を支援する取

り組みの充実に努めるとともに、本考える会の最終報告を待たずに、この中間報告書の提

案に基づき、順次、実現が可能なものから、取り組むことを望みます。 

 

 

平成 23年 12月 

 

      県立療育福祉センター及び中央児童相談所の今後のあり方を考える会 

 

     

                       会 長   曽 我 高 次       

 副会長   沓 野 一 誠 

副会長   寺 田 信 一 

委 員   赤 井 兼 太 

委 員   泉 本 雄 司   

       委 員   上 田 真 弓 

      委 員   小 倉 英 郎    
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委 員   中 屋 久 長    
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資料編 

 

１ 検討経過 

 

 開催日 概   要 

第１回 平成 22年 

３月 26日 

・より良いあり方の検討について 

・県立療育福祉センターについて 

・中央児童相談所について 

・論点整理 

 ４月 28日 中央児童相談所及び療育福祉センター現地見学 

第２回 ６月９日 ・「相談部門のあり方」の論点整理について 

第３回 ７月 27日 ・人材育成について 

・「相談部門のあり方」の論点整理について 

第４回 ９月 13日 ・障害児部門の相談支援機能について 

第５回 11月 16日 ・ライフステージに応じた支援体制について 

・これまでの議論について 

 11月 25日 視察調査 

神奈川県立総合療育相談センター・神奈川県中央児童相談所 

第６回 12月 20日 ・児童相談部門のあり方について 

第７回 平成 23年 

２月 21日 

・児童相談部門のあり方について 

・児童相談所の一時保護所のあり方について 

第８回 ４月 26日 ・児童相談部門のあり方について 

・医療部門(小児科・整形外科)専門委員会の設置について 

第９回 ５月 24日 ・これまでの議論について 

第 10回 ７月 21日 ・医療機能のあり方について 

①医師確保等について 

②療育福祉センター発達支援部について 

第 11回 ８月 23日 ・医療部門(小児科・整形外科)専門委員会の報告 

・児童相談部門の取りまとめについて 

第 12回 ９月 21日 ・中間報告書(児童相談部門)（案）について 

第 13回 10月 19日 ・中間報告書(児童相談部門)（案）について 

  



 

 

県立療育福祉センター及び中央児童相談所の 

今後のあり方を考える会設置要綱 

 

 

（設置の目的） 

第１条 県立療育福祉センター及び中央児童相談所について、複雑化、多様化する児童家

庭問題に適切に対応するとともに、利用者のニーズに合った機能及び支援のより良いあ

り方を検討するため、「県立療育福祉センター及び中央児童相談所の今後のあり方を考

える会」（以下「考える会」という。）を設置する。 

（検討事項） 

第２条 「考える会」は次の事項について検討を行う事とする。 

（１） 障害のある子どもとその保護者に対する相談支援機関としての機能及びより良

い支援のあり方 

（２） 児童家庭問題に適切に対応する相談支援機関としての機能及びより良い支援の

あり方 

（３） 身体障害者や知的障害者、発達障害者に対する相談支援機関としての機能及び

より良い支援のあり方 

（４） 医療機能のより良いあり方 

（５） 利用者のニーズに合った障害児施設等のより良いあり方 

（６） その他上記に付随する必要な事項に関すること 

（委員の構成） 

第３条 「考える会」は、委員１５名で構成する。 

２ 委員は、障害児の保護者、社会福祉事業従事者、医療、教育及び市町村の関係者等

のうちから地域福祉部長が委嘱する。 

（会長及び副会長） 

第４条 「考える会」には、会長１名及び副会長２名を置き、委員の互選によって選出す

る。 

２ 会長は、会務を統括し、「考える会」を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行す

る。 

（会議） 

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見

等を聞くことができる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員で構成する分科会を設け、

検討を委任することができる。この分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会長が指名する委員その他専門的知識を有する

者で構成する専門委員会を設け、検討を委任することができる。この専門委員会及び運



 

 

営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（任期） 

第６条 委員の任期は、委嘱されたときから本会の目的が達成されたときまでとする。 

（庶務） 

第７条 「考える会」の庶務は、地域福祉部障害保健福祉課及び児童家庭課において処理

する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、「考える会」の組織及び運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年１月２５日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ 第５条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は地域福祉

部長が招集する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月２６日から施行する。 
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